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愛知最低賃金 

昨年＋２２円 
 

８月２８日、愛知労働局は愛知地方最低賃金審議会から

愛知県内の最低賃金（時給）を、昨年より２２円引き上げ、

７８０円とする答申を受けました。 

中央最低賃金審議会の、Ａランク（東京・大阪・愛知な

ど）１９円引き上げの目安を受け、私たちの運動の反映も

あり、愛知の審議会で２２円アップとなりました。 

ワーキングプア解消にはほど遠い引き上げ額ですが、昨

年より２０円台の大幅アップは 2007 年以来となります。 

最低賃金の引き上げは１０年連続で、異議申立てがなけ

れば１０月より７８０円が適用となります。 

  

２２円アップで月３５２０円の賃上げ 
最賃アップに連動し、企業内最賃を引き上げよう 

この秋、パート要求を掲げて組合加入を訴えよう 
 

 社会的な最低賃金の底上げは続いています。 

愛知ではこの１０年間で最低賃金が９９円引き

上がりました。私たち医療や介護の職場では、最

低賃金に連動した企業内最低賃金（時給）の引き

上げが求められています。 

 少なくとも今回の２２円アップは、常勤換算で

月額３５２０円の賃上げになります。 

 医療・介護労働者の社会的役割にふさわしい賃

金改善を目指してこの秋、とりわけパート要求を

掲げて、思い切った組合加入を訴えましょう。 

 １０月２５日（金）が２０１３秋闘要求提出期

限です。最低賃金引き上げを知らせて、企業内最

低賃金の底上げにつなげましょう。 

愛知県の最低賃金推移 
 引き上げ 最低賃金

2013 年 ＋22 円 780 円 

2012 年 ＋ 8 円 758 円 

2011 年 ＋ 5 円 750 円 

2010 年 ＋13 円 745 円 

2009 年 ＋ 1 円 732 円 

2008 年 ＋17 円 731 円 

2007 年 ＋20 円 714 円 

2006 年 ＋ 6 円 694 円 

2005 年 ＋ 5 円 688 円 

2004 年 ＋ 2 円 683 円 

１０年間で９９円の引き上げ

７８０円へ


